
 

 【作成補助】地頭方地区街づくり協議会 事務局
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地頭方地区街づくり協議会では、地区の課題に対して検討を重ね

てまいりました。検討の結果、作成した街づくりのルールを定める

「地区計画」の案について、今年の１月～３月にかけてアンケート

を実施したところ、多くの方から賛同を得ることができました。 

そのため、同案を協議会案として上尾市に提出し、今後、市の計

画に位置付ける予定です。詳細な内容については、別添の参考資料

をご確認ください。 

※地区計画の内容が適用されるのは、地区計画策定後に建替えや 

 新築を行う時です。現在の建物には適用されません。 

地区計画（協議会案） 

発行：令和２年５月  
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準防火地域では　「延焼の恐れのある部分」※　について
防火措置を施すことが求められます。

※「延焼の恐れのある部分」
とは、隣地境界線又は道路
中心線から１階にあって
は３ｍ以内、２階にあって
は５ｍ以内の距離にある
建物の部分を指します。

開口部①窓

防火戸 （網入りガラス）

開口部②換気扇

ダンパー入り換気扇

外壁及び軒裏

防火構造仕様

開口部③玄関扉

鉄製または防火

認定を受けたもの
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地頭方地区街づくり協議会で
検討した内容について

１．お互いの協力により地区の住環境をつくり・育てるためのルールづくり【地区計画により定めます】
２．災害時の防災性を高める計画【準防火地域の指定を行います】
３．官民の協働による道路の改善と持続可能な農地利用（市街化調整区域）の検討
※地区計画等のとりまとめと共に、上尾市と協働で具体的箇所の改善を目指します。

本協議会では、以下の３つを提言します。

　地頭方地区街づくり協議会は、平成２９年１０月より上尾市の認定を受け活動を開始しました。
　これまでの約２年間で２５回の協議会を行い、街歩きの調査やアンケートなどを通じて、地区
の課題や要望のとりまとめ、上尾市や専門家との意見交換を通じ、課題解決に向けた検討を行っ
てきました。
　その成果として作成した、協議会の地区計画案の賛否を問うため、地頭方地区に土地をお持ち
の方を対象に、アンケートを実施したところ、たくさんのご回答をいただき、多くの方の賛同を
得ることができました。
　この結果を踏まえ、本誌のとおり、地区計画案を市に提出します。

屋根　瓦、 金属板

持続可能な
農地利用を
検討する区域

■準防火地域の指定により、面積と建物の階高に応じて、
　防火性能に配慮することが義務づけられます。

下記の準防火地域の指定と道路の改善と持続可能な農地利用（市街化調整区域）に向けた具体的検討のスター

トは、地区計画の都市計画決定手続きと並行して進めていきます。 大多数の方のご賛同が得られたことから、

この内容を市に提出します。今後、地区計画の施行、準防火地域の指定などの都市計画の変更を求めます。

　地区計画の施行に併せて、災害時の延焼を防ぎ、防災性の強い街づくりのため、地頭方地区を「準防火地域」

に指定するよう求めます。

　（上尾市では、市街化区域全域での防火・準防火地域の指定に向けて取り組んでいます。）

　地区計画の決定手続きと並行して、道路の改善と持

続可能な農地利用（市街化調整区域）について具体的

検討をスタートする予定です。

　
道路の改善については、災害や緊急の際に有効に

通り抜けられる東西に走る地区内道路と、歩行者と

車・自転車が安全に通行できる南北道路の整備を地

権者の方と協議を行いながら進めていくことを考え

ています。

　
また、市街化調整区域（農振農用地）において

は、現状の土地利用の状況をまとめるとともに、今

後も継続的に農地の利用ができるようなアイディア

と計画を地域の皆様と共に考えまとめることを進め

ていきたいと思っています。

　

（＊注）準耐火建築物に近い技術的基準を満たした防火構造も可能。

●　街づくりの進め方について　●

②準防火地域の指定について

③今後の進め方（予定） ～道路の改善と持続可能な農地利用（市街化調整区域）の検討～

種別 建築基準法 22 条区域 準防火区域
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屋根や延焼の
恐れのある外壁

については、
不燃材料

（不燃仕様）
のものを使う

ことが義務づけ
られています

【木造２階建ての住宅における防火措置の例】

上尾市の市街化区域では屋根と外壁は既に義務化されています。また、最近の住宅は屋根や外壁については、こうした構造になっているものが大部分です。

持続可能な
農地利用を
検討する区域

実施主体：地頭方地区街づくり協議会

　 実 施 協 力 上 尾 市 都 市 計 画 課 （ 街 づ く り 協 議 会 事 務 局 ）
ＴＥＬ　０４８－７７５－７６２９　/　 ＦＡＸ　０４８－７７５－９９０６

地頭方地区街づくり協議会
の活動範囲
地区計画で街づくりの
ルールを定める範囲
※本誌では、この範囲を

「地頭方地区」と呼びます。



※階段室等の屋上部分については、その水平投影面積

の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場

合においては、その部分の高さは５ｍまで建築物の

高さに算入しません。

※棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋

上突出物は、建築物の高さに算入しません。

※日影制限や道路斜線等の建築制限はこれまで通り守

る必要があります。

※

【壁面の位置の制限】( 対象：沿道地区・住居系地区 )

○建物の外壁等と敷地境界線までの距離を 50cm 以上離す

　こととします。

※敷地面積 100 ㎡未満の敷地については道路との境界線からのみ。

【建築物等の形態又は意匠の制限】( 対象：沿道地区・住居系地区 )

○建築物の外壁や屋根の色彩は、原色を避け、落ち着きの

ある色調とします。

○屋外広告物は、刺激的な色彩や装飾を用いることを避け

るよう配慮します。

【敷地面積の最低限度】( 対象：沿道地区・住居系地区 )

〇敷地を分割する際の面積の最低限度を 1 ０0 ㎡（沿道

　地区については１２０㎡）以上とするように定めます。

 ＜地区計画の告示以前より制限値未満の敷地の建物に

　ついては敷地分割をしなければ今後も建替え可能です＞

【垣又は柵の構造の制限】( 対象：沿道地区・住居系地区 )

○道路側に垣・柵を設ける場合、生垣か高さ 60cm 以下

の基礎の上に透視可能なフェンス・さく又は植栽を組み

合わせたもので、宅地地盤面から 1.6m 以下の高さの

ものとします。

【建築物等の高さの最高限度】( 対象：住居系地区のみ )

○住居系地区に建つ建築物の高さの最高限度

を１２ｍ  ( およそ３～４階程度 ) とします。

【建築物等の用途の制限】( 対象：沿道地区・住居系地区 )

○焼却施設を設置する店舗　（ペット火葬場その他これに類するもの）

○葬祭場、ペット火葬場、遺体安置所、エンバーミング施設、その他これらに類するもの

【建築物等の用途の制限】( 対象：住居系地区のみ )

地区全体で定める内容に加え、住居系地区内では、

以下の建築物を制限します。

〇 1000 ㎡を超える店舗、飲食店、事務所等

〇遊戯施設・風俗施設等

〇火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処

理の量がやや多い施設

地区計画で街づくりの
ルールを定める範囲
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住居系地区のみで定める街づくりのルール

全地区（沿道地区・住居系地区の両方）で定める街づくりのルール

〇 1500 ㎡を超える工場・

倉庫等（ただし農産物

を 生 産、 集 荷、 処 理、

貯蔵するものは建築可

能です。著しい騒音を

発生するものは除く。）

〇ホテル・旅館等

①地区計画に定める街づくりのルールの案
地頭方地区を守り育てるため、地区を区分しそれぞれの場所の

特性に併せた街づくりのルールを定めます。

これらの内容が適用されるのは、地区計画が策定された後に建て替えや新築を行う時です。

現在の建物には適用されません。

✓敷地分割による市街地の密集化を抑止します。

✓沿道地区は１２０㎡とすることで、 住宅の開発を一定程度抑止します。

✓道路から壁面を後退することで、 見通しの良い道路環境の創出に寄与

　します。

✓隣地から壁面後退することで火災の延焼の抑止し住環境を守ります。

✓１００㎡未満の敷地については、 制限による建築プランへの影響が大きい

ことから隣地からの壁面後退については緩和します。

✓見通しの良い道路環境の創出に寄与します。

✓災害時、 倒壊した塀が道路を防ぐなどの被害を予防します。

✓落ち着ついた住宅地としての

住環境を守ります。

✓高さの最高限度

を設けることで、

良好な街並みや

日照や通風など

を確保し住環境

を保つことを図り

ます。
✓住環境を守ります。

✓建物の形態や意匠について、 お互いに配慮するようにルール化する

ことで、 落ち着いた街区景観の維持形成を図ります。
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　地頭方地区街づくり協議会は、平成２９年１０月より上尾市の認定を受け活動を開始しました。
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〇お互いの協力により地区の住環境をつくり・育てるためのルールづくり（地区計画により定める）内容について 
 

内容 経緯 

地区区分

について 

現在の土地利用の状況において、上尾道路の沿道・県道川越上尾線の沿道とそれ以外の場所では、異なる土地利用がされていることから、一律

のルールを定めることは、地域の実態に合わない内容となりえるため、沿道地区と住居系地区に区分してそれぞれの場所にあったまちづくりのル

ールを設けることとした。 

また、区分の方法については、沿道からの距離で区分する方法、道路などの街区ごとに区分する方法について意見交換を行い、現在の土地利用

の実態から街区ごとに区分する方法が良いと考えた上で、沿道地区においても、住居系として利用されている場所がある現状と、道路を挟んで隣

接する住居系地区に対し一定の配慮が必要であるという考えのもと、沿道に面する街区についても、住居系の地区に隣接する部分については、道

路から１住戸分後退した位置を区分とすることとした。 

 

しかし市との協議で、地形地物（道路）から距離をとる区分は、現地において区域界が明確ではないため、望ましくないなど

の理由から、全域一律で地形地物そのものを区分とするよう変更した。併せて、沿道地区のうち住居系地区に隣接する場所で建

築物を建築する際は、既に形成されている低層住宅に配慮するよう方針に定め、変更前の案で保護される予定だった方々の権利
を、可能な限り補完することとした。 

制限の 

内容 

経緯 

現在の状況 取組むべき課題 求める効果 協議会での話し合い 

建築物等

の用途の

制限 

現在の用途地域は、準工業地域

となっており、ほとんどの用途

の建物が建築できる状況であ

る。 

上尾道路の開通により、住環境に悪

影響を及ぼす可能性のある建築物

が地区内に建てられる可能性が高

くなる。 

今後建築される建築物の用途を

制限することで、地区の健全な

住環境の維持保全を図る。 

・沿道地区では、地区の発展の可能性を鑑み

て、過度な制限を行わない。 

・住居系地区は、既に戸建住宅での土地利用

がされていることから、今後も住み続けられ

る住環境を保つため、外部からの車の通行が

増加するなどの住環境に影響が大きいもの

について制限する。 

建築物等

の高さの

最高限度 

現在は建築物の高さの最高限

度に制限はなく、容積率や斜線

制限、日影制限を守る範囲であ

れば、建物の高さに制限はな

い。 

大規模な敷地では、現在の斜線制限

等を侵さない範囲内でも、大きな建

築物が建つ可能性がある。 

今後建築される建築物の高さの

最高限度を定めることで、既存

の住戸と調和のとれた住環境の

形成を図る。 

・沿道地区では、既存の高さの建物が建てら

れなくなる制限は好ましくなく、また地区の

発展の可能性を鑑みて、制限を行わない。 

・住居系地区では、既存の戸建住宅の住環境

を守るため、３～４階建以上の高さの建物を

制限する。 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

現在は建築物の敷地面積の最

低限度に制限はなく、特に 500
㎡未満の届け出が必要ない開

発では、100 ㎡未満にも敷地を

細分化できる。 

相続等により、まとまった敷地が細

分化され、密集した戸建住宅等が増

えることにより、ゆとりのある住環

境を保つことが困難になる可能性

がある。 

今後敷地を分割する際の敷地面

積の最低限度を定めることで、

土地の細分化を防止し、良好な

住環境の維持形成を図る。 

・沿道地区では、最低面積を 120 ㎡とするこ

とで、まとまった敷地を保ち、住宅以外の機

能が地区に生まれるように配慮する。 

・住居系地区では、現在はほとんどの敷地が

100 ㎡以上あることから、最低面積を 100 ㎡

とする。 

壁面の位

置の制限 

民法では境界線から最低 50 ㎝

離すように規定されているが、

建築基準法には規定がないた

め、これに違反していても建築

許可が下りる。 

住宅が密集することで防災上の懸

念が生じる。 

建て詰まりが生じ、街区景観が悪化

していく可能性がある。 

今後建築される建物について

は、見通しのよい良好な街区空

間の確保を図るため、建築時に

おいても審査できるように、壁

面の位置の制限を定める。 

地区全域において、民法で規定する数値を根

拠に、道路および隣地境界から 50 ㎝以上離

すこととする。ただし、100 ㎡未満の敷地に

ついては、過度な建築の制限により、建物が

建ちにくくなることがないよう、隣地からの

壁面後退は緩和する。 

建築物等

の形態又

は色彩そ

の他の意

匠の制限 

現在は、建築物の形態、色彩、

意匠に制限はない。 
ネオンや派手な外観の建築物など、

住環境に影響がある建築物が建て

られる可能性がある。 

建築物等の形態又は色彩その他

の意匠の制限を定めることによ

り、地区の良好な街並みの形成

を図る。 

地区全域において、過度な制限は行わない

が、一定の制限を設けることで、建築する際

に一定のチェックが行われるようにする。 

垣、又は

さくの構

造の制限 

現在は、垣、又はさくの構造に

制限はない。 
背の高いブロック塀は、地震時に倒

壊などの危険性がある。 

また、道路通行者の目隠しとなるこ

とで、交差点などで危険を感じる。 

垣、柵の構造に一定の制限を設

けることで、災害時に倒壊した

際の危険を予防するとともに、

見通しのよい道路環境の形成を

図る。 

地区全域において、壁面の後退の制限と併せ

て行う事で、見通しのよい住環境が生まれる

ように誘導する。 

 

その他、協議会で

確認された事項 

・地区計画の目標・方針に定めた内容は都市計画法に基づく法的根拠を持つ計画となる。 

・地区計画の内容は、現在の建物を制限するものでは無く、今後地区に建つ建物を規制誘導するものである。 

・地区計画で定めた制限の内容は、建築時の確認申請で守られているかチェックされる。 

・地区計画で定められない課題については、具体的な実行体制と方法について引き続き協議会で検討する。 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
〇災害時の防災性を高める計画【準防火地域の指定】について 
 

経緯 

現在の状況 取組むべき課題 求める効果 協議会での話し合い 

上尾市では市街化区域全域で防火・準防火

地域の指定に取り組んでいる。 

上尾市の市街化区域全域では、既に屋根や

外壁などについては、準防火地域と同等の

防火性能のある建築を行う事が義務化され

ている。 

災害時の防災性を高め、安心・安

全に住み続けられる環境づくり

の推進。 

今後建築する建物について、既に義務

化されている屋根や外壁の他、隣地に

近い場所の開口部（換気扇、窓、玄関

扉）などについても、一定の防火性を

持つ建築を義務化することで、火災時

の隣地への火移り等を抑止する。 

災害時の防災性を高めることは、安心・

安全に住み続けられる環境づくりで必

要。 

近年の住宅についても既に一定の防火

性能を持つ仕様になっているものも一

般的になっている。 

 
 
 
〇官民の協働で進める道路の改善について 
 

協議会の話し合いの中で、地頭方地区における重要な課題として、地区内における骨格道路の整備が挙げられた。南北および東
西を良好に通り抜けできる道路が、最低でも１路線ずつ必要であるとの議論がある中、現況や市の財政状況等を踏まえ、以下の 2
路線を地区計画の方針として位置付ける。 

 
経緯（なぜこの２路線としたのか） 

 現在の状況 取組むべき課題 選定理由 官民協働の意義 

南北道路 

・都市計画道路・西環状線の事

業化は未定である。 

・通学路に指定されている。 

道路が狭い区間も多く、安

全に自動車と歩行者が通行

できないことから、道路環

境の改善が必要である。 

地区内住民にとって重要な生活道路

であり、現在の都市計画道路の内容

ではなくても、早期の環境改善が必

要であるため。 

地頭方の街づくりでは道路の整備を進めるこ

とが重要事項である。 

道路環境の改善にあたっては、道路に接する地

権者の敷地提供などの協力が不可欠であり、地

区全体で合意形成を図る必要がある。 

その際に、地区計画の方針としての位置づけが

あることで、関係者と協議を進める際の根拠と

なり、単なる個別要望ではなく、地域住民の総

意として、円滑な合意形成および実現性の向上

が期待できる。 

 
東西道路 

・地区内において、幅員が４ｍ

以上ある東西通り抜け可能

な道路が確保されていない。 

・消防活動においては、現在の

道路の状況でも活動が行え

ない場所は特にないことを

消防署と確認した。 

・幹線道路へアクセスしに

くい状況の改善。 

・自動車がすれ違い可能な

東西道路の創出。 

 

４ｍ以上の道路幅員を確保するため

の後退可能用地の有無、市の財政状

況を踏まえて、実現可能性が高い路

線と判断したため。 
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